
「食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト
及びシャインマスカット未開花症緊急対策」 

書類及び面接審査基準 

 

【審査ポイント】 

審査項目 審査の視点 審査基準 

 

 

１．研究内容の
新規性・優位性 

○新規性 
現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏

まえて、新規性が認められるか。 
○優位性 
技術水準が高く類似する研究成果がすでに存在

する場合、既存技術と比べて技術的優位性を持つ
研究であるか。 

 
Ａ：高い   
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 

の５段階で評価を行う 

 

 
２．研究開発目
標や研究計画
方針の整合性 

○公募分野との整合性 
該当する公募分野に示した具体的研究内容と十

分整合しているか。 
○農業政策との整合性 
農業政策上の重要課題の解決に 効果的につなが

る取組内容となっているか。 

Ａ：高い   
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 

の５段階で評価を行う 

 

 
３．研究開発目
標の明確性・達
成可能性 

 

○課題設定の明確性 
目標達成に向けた課題設定が適切かつ明確であ

るか。 
○達成可能性 

研究終了時までに目標の達成が可能か。 

Ａ：高い   
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

 

 

 

 

４．技術の普及
可能性 

 

 

 

 

研究成果の実用化・事業化、普及に向けた戦略は
明確であり、その実現（実施許諾等）は可能か。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

 

 

 
５．研究計画及
び研究開発経
費の妥当性 

○研究計画 
年度ごとの研究計画及び目標等は具体的で実現

可能か。 
各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目

間のつながりが明確であるか。 
○ 研究開発経費 

費用対効果の面から研究コストが適切な水準で
あるか。また、予算配分が効率的であり、人件費、
設備備品費及び外注費等で不要な経費が計上され 
ていないか。 

 

 
Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 

の５段階で評価を行う 

 

  



 

６．研究実
施体制 

○役割分担 
社会実装に向けた参画機関数や連携が適切

であり、また、参画機関の能力に応じた役割
分担が適切に行われているか。 
○ 研究実施能力 

技術開発を行う研究総括者や参画研究者の
これまでの業績や設備の保有状況等から見
て、確実に研究遂行能力があると認められる
か。 
○ 現場への普及 

開発技術の活用が想定される現場の普及組
織 

（行政機関や JA 等）が参画し、現場普
及に向けた適切な連携体制が築かれてい
るか。 

 
Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要  
Ｅ：適切でない 

の５段階で評価を行う 

 
７．情報管
理実施体制 

 
本事業に係る保護すべき情報を適正に管理
する体制を有しているか。 

Ａ：適切  
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要  
Ｄ：見直しが必要  
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

 

（注１）「２．研究開発目標や研究計画方針の整合性」、「３．研究開発目標の明確性・達成
可能性」、「４．技術の普及可能性」及び「５．研究計画及び研究開発経費の妥当性」に
ついては、Ａは 10 点、Ｂは 7 点、Ｃは 5 点、Ｄは 2 点、Ｅは 0 点とし、その他の審査項 
目については、Ａは 5 点、Ｂは 4 点、Ｃは 3 点、Ｄは 2 点、Ｅは 0 点とし、55 点満点で評
価点を算出する。 

（注２）審査点数が満点の５割未満の点数の応募課題は採択しない。 

 

【加算ポイント】 

加算の視点 基準 

環境負荷低減事業活動の促進等 
 
コンソーシアムを構成する研究実施機関に、環境と調和のとれ

た食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律（令和４年法律第37号、以下「みどり法」という。）
に基づき、以下の計画の認定を受けている又は申請中の者が含ま
れている場合 
 
・みどり法第19条第１項に規定する環境負荷低減事業活動実施計

画又はみどり法第21条第１項に規定する特定環境負荷低減事業
活動実施計画 

・みどり法第39条第１項に規定する基盤確立事業実施計画 

 

 

 
該当する場合は、５点を

加算する。 
ただし、複数の分野に該

当しても、重複加算は行わ
ない。 

 


